
 
 

○ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成30年３月22日老老発0322第１号）（抄）  
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新 旧 

第１・２ （略） 第１・２ （略） 

第３ 人員に関する基準（基準省令第４条） 

１～９ （略） 

第３ 人員に関する基準（基準省令第４条） 

１～９ （略） 

10 用語の定義 

⑴ 「常勤換算方法」 

 当該介護医療院の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従

業員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る

場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該施設の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合

の勤務延時間数は、当該施設の介護医療院サービスに従事する勤務時間

の延べ数であり、例えば、当該施設が（介護予防）通所リハビリテーショ

ンの指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が介護医療院サー

ビスと指定（介護予防）通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従

業者の勤務延時間数には、介護医療院サービスに係る勤務時間数だけを

算入することとなるものであること。 

 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治

療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に

設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定

労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上

の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき

時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

10 用語の定義 

⑴ 「常勤換算方法」 

 当該介護医療院の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従

業員が勤務すべき時間数（２週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る

場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該施設の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合

の勤務延時間数は、当該施設の介護医療院サービスに従事する勤務時間

の延べ数であり、例えば、当該施設が（介護予防）通所リハビリテーショ

ンの指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が介護医療院サー

ビスと指定（介護予防）通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従

業者の勤務延時間数には、介護医療院サービスに係る勤務時間数だけを

算入することとなるものであること。 

 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働

時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の勤

務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 「常勤」 

 当該介護医療院における勤務時間が、当該施設において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時

間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうもので

ある。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労

⑶ 「常勤」 

 当該介護医療院における勤務時間が、当該施設において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時

間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうもので

ある。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時
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働時間の短縮等の措置が講じられている者については、入所者の処遇に

支障がない体制が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者

が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 

 当該施設に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔て

て隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事

業所を含む。）の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われる

ことが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務

時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤

の要件を満たすものであることとする。例えば、介護医療院、指定（介護

予防）通所リハビリテーション事業所及び指定（介護予防）訪問リハビリ

テーション事業所が併設されている場合、介護医療院の管理者、指定（介

護予防）通所リハビリテーション事業所の管理者及び指定（介護予防）訪

問リハビリテーション事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時

間数の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととな

る。 

 また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労

働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後

休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規

定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護

休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する

制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる

措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期

間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常

勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満

たすことが可能であることとする。 

間の短縮等の措置が講じられている者については、入所者の処遇に支障

がない体制が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤

務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 

 当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時

並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、そ

れぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達

していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、介護医

療院、指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所及び指定（介護予

防）訪問リハビリテーション事業所が併設されている場合、介護医療院

の管理者、指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所の管理者及び

指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の管理者を兼務してい

る者は、その勤務時間数の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要

件を満たすこととなる。 

 

 

 また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労

働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後

休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規

定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護

休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する

制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる

措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期

間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常

勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満

たすことが可能であることとする。 

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略） 

第４ （略） 第４ （略） 

第５ 運営に関する基準 第５ 運営に関する基準 

１～10 （略） １～10 （略） 

11 介護医療院サービスの取扱方針 11 介護医療院サービスの取扱方針 

⑴（略） 

⑵ 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

⑴（略） 

⑵ 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って
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はならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、

その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性

の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認

等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記

録しておくことが必要である。 

なお、基準省令第 42 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

はならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、

その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、基準省令第 42 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

 

⑶ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第６項第１号） 

同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以

下、「身体的拘束等適正化検討委員会」という。）であり、幅広い職種（例

えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談

員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすると

ともに、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが

必要である。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施

設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなけれ

ば差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事し

ており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者と

しての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望まし

い。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発

を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会

と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束

等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望まし

い。また、身体的拘束等適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用す

ることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等

が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用し

⑶ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第６項第１号） 

同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以

下、「身体的拘束適正化検討委員会」という。）であり、幅広い職種（例え

ば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）

により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも

に、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくこと

が必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と

独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事

項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束適

正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。ま

た、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用すること

が望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考え

られる。 

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、

身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防

止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたもの

ではないことに留意することが必要である。 
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て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、

身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防

止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたもの

ではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

①・② （略） 

③ 身体的拘束等適正化検討委員会において、②により報告された事例

を集計し、分析すること。 

④～⑥ （略） 

具体的には、次のようなことを想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①・② （略） 

③ 身体的拘束等適正化検討委員会において、②により報告された事

例を集計し、分析すること。 

④～⑥ （略） 

⑷ 身体的拘束等の適正化のための指針（第６項第２号） 

介護医療院が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次

のような項目を盛り込むこととする。 

① （略） 

② 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③～⑦ （略） 

⑷ 身体的拘束等の適正化のための指針（第６項第２号） 

介護医療院が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次

のような項目を盛り込むこととする。 

① （略） 

② 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③～⑦ （略） 
⑸ (略) ⑸ (略) 

12 施設サービス計画の作成 12 施設サービス計画の作成 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 施設サービス計画原案の作成（第５項） 

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が入所者の生活の質に

直接影響する重要なものであることを十分に認識し、施設サービス計画

原案を作成しなければならない。したがって、施設サービス計画原案は、

入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果による専門的見

地並びに介護医療院の医師の治療方針に基づき、入所者の家族の希望を

勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。 

また、当該施設サービス計画原案には、入所者及びその家族の生活に

対する意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題に

加え、各種サービス（医療、リハビリテーション、看護、介護、食事等）

に係る目標を具体的に設定し記載する必要がある。さらに提供される施

設サービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するための短期

⑸ 施設サービス計画原案の作成（第５項） 

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が入所者の生活の質に

直接影響する重要なものであることを十分に認識し、施設サービス計画

原案を作成しなければならない。したがって、施設サービス計画原案は、

入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果による専門的見

地並びに介護医療院の医師の治療方針に基づき、入所者の家族の希望を

勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。 

また、当該施設サービス計画原案には、入所者及びその家族の生活に

対する意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題に

加え、各種サービス（医療、リハビリテーション、看護、介護、食事等）

に係る目標を具体的に設定し記載する必要がある。さらに提供される施

設サービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するための短期
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的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時期に

は施設サービス計画及び提供したサービスの評価を行い得るようにする

ことが重要である。 

なお、ここでいう介護医療院サービスの内容には、当該介護医療院の

行事及び日課を含むものである。 

施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階

における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考に

しつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアが実施できるよう、多職種が連

携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等を行うこと。 

的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時期に

は施設サービス計画及び提供したサービスの評価を行い得るようにする

ことが重要である。 

なお、ここでいう介護医療院サービスの内容には、当該介護医療院の

行事及び日課を含むものである。 

施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階

における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考に

しつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアが実施できるよう、多職種が連

携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

⑹～⑾ （略） ⑹～⑾ （略） 

13 （略） 13 （略） 

14 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等 

⑴ 基準省令第 19 条は、介護医療院の入所者に対しては、施設の医師が必

要な医療を行うことを定めたものであるが、入所者の病状からみて当該

介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認め

た場合は、協力医療機関その他の医療機関への入院のための措置を講じ、

又は往診や通院により他の医師の対診を求める等により入所者の診療に

ついて適切な措置を講じなければならないものとすること。 

⑵・⑶ （略） 

14 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等 

⑴ 基準省令第 19 条は、介護医療院の入所者に対しては、施設の医師が必

要な医療を行うことを定めたものであるが、入所者の病状からみて当該

介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認め

た場合は、協力病院その他の病院又は診療所への入院のための措置を講

じ、又は往診や通院により他の医師の対診を求める等により入所者の診

療について適切な措置を講じなければならないものとすること。 

⑵・⑶ （略） 

15 （略） 15 （略） 

16 栄養管理（基準省令第20条の２） 

介護医療院の入所者に対する栄養管理について、管理栄養士が、入所者

の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただ

し、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により

行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

 

イ～ハ （略） 

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知（「リハビリ

テーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい

て」）において示しているので、参考とされたい。 

16 栄養管理（基準省令第20条の２） 

介護医療院の入所者に対する栄養管理について、令和三年度より栄養マ

ネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして

行うことを踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に

行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている

施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併

設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

イ～ハ （略） 

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日

老認発0316第３号、老老発0316第２号）第４において示しているので、

参考とされたい。 
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なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年

厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第８条

において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間

は、努力義務とされている。 

17 口腔衛生の管理（基準省令第20条の３） 

介護医療院の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所者の口腔の

健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたもの

である。別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の

実施及び一体的取組について」）も参照されたい。 

⑴ 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

（以下「歯科医師等」という。）が、当該施設の介護職員に対する口腔

衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年二回以上行うこと。 

⑵ 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎の施設入所時及び月に一

回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。 

⑶ （略） 

⑷ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対す

る口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑶の計画に関する技術的助

言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の

実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該施設と技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行

う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。 

17 口腔衛生の管理（基準省令第20条の３） 

介護医療院の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和三年度より

口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、

入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきこ

とを定めたものである。 

⑴ 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び

指導を年２回以上行うこと。 

  （新設） 

 

⑵ （略） 

⑶ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対す

る口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑵の計画に関する技術的助

言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の

実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第９

条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの

間は、努力義務とされている。 

18 看護及び医学的管理の下における介護（基準省令第21条） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 「介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。」とは、褥瘡の

予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常

的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効

果を向上させることを想定している。例えば、次のようなことが考えられ

る。 

① （略） 

② 当該施設において、施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望

ましい。）を決めておく。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や

18 看護及び医学的管理の下における介護（基準省令第21条） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 「介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。」とは、褥瘡の

予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常

的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効

果を向上させることを想定している。例えば、次のようなことが考えら

れる。 

① （略） 

② 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護

師が望ましい。）を決めておく。 
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他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職

務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業

所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握してい

る者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えら

れる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

③～⑤ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③～⑤ （略） 

19・20 （略） 19・20 （略） 

21 管理者による管理（基準省令第26条） 

 介護医療院の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該介護医療

院の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、介護医

療院の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるもの

とする。 

⑴ （略） 

⑵ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従

業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管

理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該介護医療院の入

所者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握で

き、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当

該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管

理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、事故発生時

等の緊急時において管理者自身が速やかに当該介護医療院に駆け付ける

ことができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支

障があると考えられる。） 

⑶ （略） 

21 管理者による管理（基準省令第26条） 

 介護医療院の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該介護医療

院の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、介護医

療院の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるもの

とする。 

⑴ （略） 

⑵ 当該介護医療院と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者又は

従業者としての職務に従事する場合であって、特に当該介護医療院の管

理業務に支障がないと認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ （略） 

22 管理者の責務 

⑴ 基準省令第27条第１項及び第２項は、介護医療院の管理者の責務を、

介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うた

め、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把

22 管理者の責務 

⑴ 基準省令第27条第１項及び第２項は、介護医療院の管理者の責務を、

介護医療院の従業者の管理及び介護医療院サービスの実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行うとともに、当該介護医療院の従業者に基準省
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握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該介護医

療院の従業者に基準省令の第４章の規定を遵守させるため必要な指揮命

令を行うこととしたものである。 

⑵ （略） 

令の第４章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたも

のである。 

 

⑵ （略） 

23～25 （略） 23～25 （略） 

26 業務継続計画の策定等 

⑴ （略） 

26 業務継続計画の策定等 

⑴ （略） 

⑵ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載

内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガ

イドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続

ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって

異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。

なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げる

ものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関

する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定して

いる場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

⑵ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載

内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症

発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災

害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災

害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に

応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に

策定することを妨げるものではない。 

①・② （略） ①・② （略） 

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

27 （略） 27 （略） 

28 衛生管理 

⑴ （略） 

⑵ 基準第 33 条第２項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように講ずるべき措置については、具体的には次の①から⑤まで

の取扱いとすること。 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会 

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、

幅広い職種（例えば、当該施設の管理者、事務長、医師、看護職員、介

護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成する。構成メ

ンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当す

る者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要であ

る。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等

28 衛生管理 

⑴ （略） 

⑵ 基準第 33 条第２項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように講ずるべき措置については、具体的には次の①から⑤まで

の取扱いとすること。 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会 

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、

幅広い職種（例えば、当該施設の管理者、事務長、医師、看護職員、介

護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成する。構成メ

ンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を

担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必

要である。感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、
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との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ

差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事し

ており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者

としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任するこ

と。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

また、感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、お

おむね３月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行す

る時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独

立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染対

策担当者は看護師であることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましい。 

②～⑤ （略） 

⑶ （略） 

おおむね３月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行

する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独

立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染対

策担当者は看護師であることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましい。 

②～⑤ （略） 

⑶ （略） 

29 協力医療機関等 

基準省令第 34 条は、介護医療院の入所者の病状の急変等に対応するため

の協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診療等を行う

医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めるこ

と、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておく

よう努めること等を規定したものであること。 

協力医療機関の選定に当たっては、必要に応じ、地域の関係団体の協力を

29 協力病院 

基準省令第 34 条は、介護医療院の入所者の病状の急変等に対応するた

め、あらかじめ１以上の協力病院を定めておくとともに、歯科医療の確保

の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな

らない旨規定したものであること。なお、その選定に当たっては、必要に応

じ、地域の関係団体の協力を得て行われるものとするほか、次の点に留意

すること。 
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得て行われるものとするほか、介護医療院から近距離にあることが望まし

い。 

⑴ 協力医療機関との連携（第１項） 

介護医療院の入所者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制

を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保し

た協力病院を定めなければならない。その際、例えば同条第１項第１号

及び第２号の要件を満たす医療機関と同条第１項第３号の要件を満たす

医療機関を別に定めるなど、複数の医療機関を定めることにより要件を

満たすこととしても差し支えない。 

連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域

包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の

在宅医療を支援する地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等）と連携

を行うことが想定される。なお、令和６年度診療報酬改定において新設

される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等

を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意

すること。 

また、第３号の要件については、必ずしも当該介護医療院の入所者が

入院するための専用の病床を確保する場合でなくとも差し支えなく、一

般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていれ

ばよい。 

なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令

和６年改正省令附則第６条において、３年間の経過措置を設けており、

令和９年３月 31 日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限

を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 

⑵ 協力医療機関との連携に係る届け出（第２項） 

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に１回

以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医

療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を開設許可を行った

都道府県知事、指定都市又は中核市の市長（以下「許可権者」という。）

に届け出ることを義務づけたものである。届出については、別紙１によ

るものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、

速やかに許可権者に届け出ること。同条第１項の規定の経過措置期間に

おいて、同条第１項第１号、第２号及び第３号の要件を満たす協力医療

機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計

 

 

⑴ 協力病院は、介護医療院から自動車等による移送に要する時間がおお

むね 20 分以内の近距離にあること。 

⑵ 当該病院が標榜している診療科名等からみて、病状急変等の事態に適

切に対応できるものであること。 

⑶ 協力病院に対しては、入所者の入院や休日夜間等における対応につい

て円滑な協力を得るため、あらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 
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画を併せて届け出を行うこと。 

⑶ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第３項） 

介護医療院の入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療

等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第６

条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関である病院又は診療所と

の新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとした

ものである。 

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生の

公表後４か月程度から６カ月程度経過後）において、介護医療院の入所

者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院

調整等を行うことが想定される。なお、第二種協定指定医療機関である

薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではな

い。 

⑷ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第４項） 

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第２項で定

められた入所者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力機関

との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行うこと

を義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興

感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、

協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取

り決めを行うことが望ましい。 

⑸ 医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ（第５項） 

「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、

必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保し

ておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めな

ければならないということである。 

30 掲示 

⑴ 基準省令第 35 条第１項は、介護医療院は、運営規程の概要、従業者の

勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第

三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況）等の入所申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を介護医療院の見やすい場所に掲示すること

を規定したものである。また、同条第３項は、介護医療院は、原則として、

重要事項を当該介護医療院のウェブサイトに掲載することを規定したも

30 掲示 

⑴ 基準省令第 35 条第１項は、介護医療院は、運営規程の概要、従業者の

勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第

三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況）等の入所申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を介護医療院の見やすい場所に掲示するこ

とを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 
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のであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス

情報公表システムのことをいう。なお、介護医療院は、重要事項の掲示及

びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要

がある。 

①・② （略） 

③ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 140 条の 44 各

号に掲げる基準に該当する介護医療院については、介護サービス情報

制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第 35 条第３

項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。な

お、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定によ

る掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第 55 条第１

項の規定に基づく措置に代えることができること。 

  なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提

供に係る基準等（平成 12 年厚生省告示第 123 号）二のハの⑵及び居

住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平

成 17 年厚生労働省告示第 419号）一のハに規定するウェブサイトへの

掲載に関する取扱いは、この③に準ずるものとする。 

⑵ （略） 

 

 

 

 

①・② （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ （略） 

31・32 （略） 31・32 （略） 

33 苦情処理 

⑴ 基準省令第 38 条第１項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付ける

ための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順

等、当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について

明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明する文

書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載するこ

と等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第５の 30

の⑴に準ずるものとする。 

⑵・⑶ （略） 

33 苦情処理 

⑴ 基準省令第 38 条第１項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付ける

ための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、

当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら

かにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に記

載するとともに、施設に掲示すること等である。 

 

 

⑵・⑶ （略） 

34 （略） 34 （略） 

35 事故発生の防止及び発生時の対応 

①～④ （略） 

⑤ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

介護医療院における事故発生を防止するための体制として、①から④

までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要であ

35 事故発生の防止及び発生時の対応 

①～④ （略） 

⑤ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

介護医療院における事故発生を防止するための体制として、①から④

までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必
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る。当該担当者としては、事故防止検討委員会の安全対策を担当する者

と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数

担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当

者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務

先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把

握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと

考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望まし

い。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発

を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

 

 

 

⑥ （略） 

要である。当該担当者としては、事故防止検討委員会の安全対策を担当

する者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第 10

条において、６か月間の経過措置を設けており、令和３年９月 30 日まで

の間は、努力義務とされている。 

⑥ （略） 

36 虐待の防止 

基準省令第 40条の２は虐待の防止に関する事項について規定したもので

ある。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格

の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、介護医療院は虐待の防

止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するた

めの対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下

「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効

性を高め、入所者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる

観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

介護医療院は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心が

けながらサービス提供にあたる必要があり、第二条の基本方針に位置

付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理

解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定す

る養介護施設の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解して

いることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

介護医療院の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、

36 虐待の防止 

基準省令第 40条の２は虐待の防止に関する事項について規定したもので

ある。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格

の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、介護医療院は虐待の防

止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するた

めの対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下

「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効

性を高め、入所者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる

観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

介護医療院は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心が

けながらサービス提供にあたる必要があり、第二条の基本方針に位置

付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理

解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定す

る養介護施設の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解して

いることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

介護医療院の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、
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虐待等を早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体

制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。ま

た、入所者及びその家族からの虐待等に係る相談、入所者から市町村

への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要

があり、介護医療院は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町

村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した

場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものと

する。 

 

 

 

①～③ （略） 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

介護医療院における虐待を防止するための体制として、①から③ま

でに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要であ

る。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業

者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼

務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者として

の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各

事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握し

ている者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考

えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

虐待等を早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体

制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。ま

た、入所者及びその家族からの虐待等に係る相談、入所者から市町村

への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要

があり、介護医療院は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町

村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した

場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものと

する。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条

において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、

努力義務とされている。 

①～③ （略） 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

介護医療院における虐待を防止するための体制として、①から③ま

でに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必

要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一

の従業者が務めることが望ましい。 

37 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の開催 

介護医療院基準第 40 条の３は、介護現場の生産性向上の取組を促進する

観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応

（新設） 
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じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全

体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の設置及び開催について規定したものである。なお、本条の適

用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条において、３年間の経過措

置を設けており、令和９年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行

う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状況

に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取組に関

する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度

については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、

各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課

「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考

に取組を進めることが望ましい。また、本委員会はテレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会

議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うこと

も差し支えない。また、委員会の名称について、法令では「利用者の安全並

びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の

取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の

取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利

用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用

いても差し支えない。 

38・39 （略） 37・38 （略） 

第６ ユニット型介護医療院 第６ ユニット型介護医療院 
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１～４ （略） 

５ 介護医療院サービスの取扱方針 

⑴・⑵ （略） 

１～４（略） 

５ 介護医療院サービスの取扱方針 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 同条第６項及び第７項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、

その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性

の３つの要件を満たすことについて、組織としてこれらの要件の確認等

の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録

しておくことが必要である。 

なお、基準省令第 54 条において準用する基準省令第 42 条第２項の規

定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

（新設） 

⑷ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第８項第１号） 

同条第８項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会で

あり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、

介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分

担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。 

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との

担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支

えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入

所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務

を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望まし

い。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発

を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会

と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束

（新設） 
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適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。

また、身体的拘束等適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用する

ことが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が

考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

ユニット型介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底す

る目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後

の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的と

したものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、

背景等を記録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について

報告すること。 

③ 身体的拘束等適正化検討委員会において、②により報告された事例

を集計し、分析すること。 

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、

身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と

適正化策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

⑸ 身体的拘束等の適正化のための指針（第８項第２号） 

ユニット型介護医療院が整備する「身体的拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する

基本方針 

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

（新設） 
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⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑹ 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修（第８項第３号） 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修

の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を

普及・啓発するとともに、当該ユニット型介護医療院における指針に基

づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該ユニット型介護医

療院が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年二回

以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化

の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の

実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 

（新設） 

６～10 （略） ６～10 （略） 

11 準用等 

基準省令第２条第５項の規定については、第５の１を参照されたい。ま

た、基準省令第 54 条の規定により、第７条から第 13 条まで、第 15 条、第

17 条から第 20 条の３まで、第 23 条、第 25 条から第 28 条まで、第 30 条の

２及び第 32 条から第 42 条までの規定は、ユニット型介護医療院について

準用されるものであるため、第５の２から８まで、10、12から 17 まで及び

20 から 38 までを参照すること。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に

係る基準等二のハの⑵及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利

用料等に関する指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱

いは、準用される基準省令第 35 条に関する第５の 30 の⑴に準ずるものと

する。 

11 準用等 

基準省令第２条第５項の規定については、第５の１を参照されたい。ま

た、基準省令第 54 条の規定により、第７条から第 13 条まで、第 15 条、第

17 条から第 20 条の３まで、第 23 条、第 25 条から第 28 条まで、第 30 条の

２及び第 32 条から第 42 条までの規定は、ユニット型介護医療院について

準用されるものであるため、第５の２から８まで、10、12から 17 まで及び

20 から 38 までを参照すること。 

第７ 雑則 第６ 雑則 

１・２ （略） １・２ （略） 

  

別紙１ （新設） 

 


